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令和７年度 行政書士試験  

＜解 答 一 覧＞ 

 

法令等（５肢択一式） 

問題１ ３ 問題11 １ 問題21 ４ 問題31 ２ 

問題２ ４ 問題12 ４ 問題22 ５ 問題32 ２ 

問題３ ４ 問題13 ２ 問題23 ２ 問題33 ３ 

問題４ ５ 問題14 １ 問題24 ２ 問題34 ４ 

問題５ ５ 問題15 ３ 問題25 ３ 問題35 ３ 

問題６ ５ 問題16 ５ 問題26 ４ 問題36 １ 

問題７ ４ 問題17 １ 問題27 ３ 問題37 ５ 

問題８ ２ 問題18 ５ 問題28 ３ 問題38 ５ 

問題９ １ 問題19 ３ 問題29 ５ 問題39 ４ 

問題10 １ 問題20 ４ 問題30 ５ 問題40 ３ 
 

法令等（多肢選択式） 

問題41 ア ５ イ 10 ウ 19 エ 13 

問題42 ア ３ イ ６ ウ 19 エ 16 

問題43 ア ４ イ 11 ウ 20 エ 15 
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法令等（記述式） 

問題44   

＜解答例＞                            10                 15 

委 員 の 除 斥 規 定 に 違 反 し た こ と を 

主 張 し て 、 Ｙ 市 を 被 告 と し て 、 裁 

決 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す べ き 。 

（45字） 

 

問題45                                            

＜解答例＞                            10                 15 

夫 婦 の 日 常 の 家 事 に 関 す る 法 律 行 

為 の 範 囲 内 に 属 す る と 信 じ る に つ 

き 正 当 の 理 由 が あ る 場 合 。    

（42字） 

問題46                                            

＜解答例＞                           10                 15 

事 務 管 理 の 継 続 規 定 を 根 拠 に 継 続 

し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 有 益 

な 費 用 と し て 償 還 請 求 で き る 。  

（44字） 

 

一般知識等（５肢択一式） 

問題47 ２ 問題51 ３ 問題55 ３ 問題59 ４ 

問題48 ２ 問題52 ５ 問題56 １ 問題60 １ 

問題49 ３ 問題53 ５ 問題57 ５ 

問題50 ２ 問題54 ２ 問題58 ４ 
  ※ この模範解答は、令和７年11月9日午後７時30分現在の解答であり、今後変更になる場合もありますのでご了承下さい。 

※ この模範解答は、クレアール行政書士講座事務局が独自に作成したものであり、本試験の結果等につきましては一切の責任

を負いかねますのでご了承下さい。 
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問題１・５８～６０については、著作権の関係から掲載しておりません。 
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令和７年度 行政書士試験解説 

法令等（５肢択一式） 

＜基礎法学＞ 

問題１ 正解３ ＜法令用語＞ 

ア 自然人にせよ法人にせよ、

  ↓ 

 法律上の(ア) 

文脈よりアには人格が入る 

 ↓ 

この時点で１と３に絞られる 

イはどちらも有体物ゆえ、

後はウとエに何が入るかで正解が決まる

おそれがないものの「もの」は抽象的なものの意味。

また、環境省令で定めるものの「もの」は要件を重ねて規定する場合のものの意味。

よって、正解は３となる。 

問題２  正解４ ＜裁判員制度＞ 

１ 正しい。裁判員は、地方裁判所ごとに、管内の市区町村の選挙管理委員会が、衆議院議員の選挙

権を有する者の中から、くじで選んで作成した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成する

という方法で選任される。 

２ 正しい。検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理

由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる(裁判員の参加する刑事裁判に関す

る法律41条１項本文)。 

３ 正しい。地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第３条の２の決定があった場合を

除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条

の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 

一 死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件 

二 裁判所法第26条第２項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させ

た罪に係るもの（前号に該当するものを除く。）(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律２条)。 

４ 誤り。前条第１項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第77条の規定にかかわらず、

構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による(裁判員の参加する

刑事裁判に関する法律67条１項)。 

５ 正しい。裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、

６月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律108条

１項)。 

＜憲法＞ 

問題３ 正解４ ＜法の下の平等＞ 

１ 誤り。尊属殺重罰規定について厳格な基準で合憲性が審査されなければならないとの最高裁判例

はない。 
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２ 誤り。所得税の賦課徴収に際して、給与所得者と自営業者等との間で異なる法律の規定について、

それが憲法14条１項の列挙事由による差別に該当しないとの判断を最高裁は下していない。 

３ 誤り。女性のみに再婚禁止期間を定めた民法の規定の合憲性を判断する際、性別以外による法的

取り扱いの区別に比べて厳格な基準で審査が行われなければならないとの最高裁判決はない。 

４ 正しい。以上を総合すれば、遅くともＡの相続が開始した平成13年７月当時においては、立法府

の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われてい

たというべきである(最大決平25.9.4)。 

５ 誤り。憲法25条定める生存権に関する法的取り扱いの区別の合憲性については立法者がその裁量

を踰越していないか厳格かつ慎重に審査されなければならないとの最高裁判決はない。 

 

問題４ 正解５ ＜取材・報道の自由＞ 

１ 妥当である。取材の自由といっても、もとより何らの制約を受けないものではなく、たとえば公

正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることのあること

も否定することができない(最大決昭44.11.26)。 

２ 妥当である。取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合

は勿論、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者の個人としての

人格の尊厳を著しく蹂躙する等、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態

様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びるものといわなければなら

ない(最判昭53.5.31)。 

３ 妥当である。・・原記事が正しく、反論文は誤りであると確信している場でも、あるいは反論文の

内容がその編集方針によれば掲載すべきでないものであっても、その掲載を強制されることにな

り、また、そのために本来ならば他に利用できたはずの紙面を割かなければならなくなる等の負担

を強いられるのであって、それらの負担が、批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲

載をちゅうちょさせ、憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分存す

る・・。反論権の制度は、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ新聞等の表現の自由に対

し重大な影響を及ぼすものであって、たとえ被上告人の発行するＤ新聞などの全国紙による情報の

提供が一般国民に対し強い影響力をもち、その記事が特定者の名誉ないしプライバシーに重大な影

響を及ぼすことがあるとしても、不法行が成立する場合にその者の保護を図ることは別論として、

反論権の制度について体的な成文法がないのに、反論権を認めるに等しい上告人主張のような反論

文掲載請求権をたやすく認めることはできないものといわなければならない（最判昭62.4.24）。 

４ 妥当である。以上の趣旨が法廷警察権の行使に当たって配慮されることがあっても、裁判の報道

の重要性に照らせば当然であり、報道の公共性、ひいては報道のための取材の自由に対する配慮に

基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可す

ることも、合理性を欠く措置ということはできないというべきである。本件裁判長において執った

右の措置は、このような配慮に基づくものと思料されるから、合理性を欠くとまでいうことはでき

ず、憲法14条１項の規定に違反するものではない（最大判平元3.8）。 

５ 妥当でない。すなわち、報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつ

き、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものである。したがって、思想の表明

の自由と並んで、事実報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にあることはいう

までもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道の自由とともに、

報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければなら

ない（最高裁昭和44年(し)第68号同年11月26日大法廷決定・刑集23巻11号1490頁参照）。取材の自由
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の持つ上記のような意義に照らして考えれば、取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要

なものとして、重要な社会的価値を有するというべきである。そうすると、当該報道が公共の利益

に関するものであって、その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者

が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影

響のある重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判

を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認

められない場合には、当該取材源の秘密は保護に値すると解すべきであり、証人は、原則として、

当該取材源に係る証言を拒絶することができると解するのが相当である（最決平18.10.3）。 

 

問題５ 正解５ ＜国会の召集＞ 

ア 憲法は国会について会期制を採用している(52条から54条)。よって、アに会期が入る。 

イ 憲法53条「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる」との部分よりイには臨時が入

る。 

ウ 国会の会期は、常会、臨時会、特別会である。する文脈より、ウには特別が入る。 

エ 前後関係から空欄に入ることばを見つけるのは難しい。ただし、ア、イ、ウが確定しているため

エには権利又は利益がはいるしかない。 

以上より、正解は５となる。 

 

問題６ 正解５ ＜内閣総理大臣＞ 

１ 妥当でない。大日本帝国憲法では内閣総理大臣は同輩中の主席と位置付けられていた。 

２ 妥当でない。内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する（67条１項前段）。 

３ 妥当でない。衆議院の解散は内閣総理大臣の一身専属的な権限ではない。 

４ 妥当でない。不逮捕特権があるのは国会議員であって国務大臣ではない。 

５ 妥当である。法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署すること

を必要とする(74条)。 

 

問題７ 正解４ ＜法令の形式＞ 

１ 妥当でない。皇室典範は法律である。 

２ 妥当でない。本会議における議事や議決の定足数、議事を非公開にするための要件などの議事に

関する重要事項は、国会法も定めている。 

３ 妥当でない。各省大臣が定める省令についても、法律の委任があれば罰則を設けることができる。 

４ 妥当である。最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に

関する事項について、規則を定める権限を有する(77条１項)。最高裁判所は、下級裁判所に関する

規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる(同条３項)。 

５ 妥当でない。会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める(90条２項)。 

 

＜行政法＞ 

問題８ 正解２ ＜行政行為 (処分)＞ 

１ 妥当でない。授益的処分について、講学上の撤回をすることは明文の法律や条例の根拠は必要な

い（最判昭36.6.17）。 

２ 妥当である。処分の瑕疵の明白性は処分の外形上、誤認が客観的に一見して看守しうるものかど

うかできまる(最判昭63.3.7)。 
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３ 妥当でない。一定の争訟手続に従って当事者を手続に関与せしめ、紛争の終局的解決を図ること

を目的とする処分をした行政庁は、特別の規定がない限り、当該処分を取り消すことができない（不

可争力）。 

４ 妥当でない。不当な授益的処分についても、講学上の職権取消しができる。 

５ 妥当でない。処分の成立時点において瑕疵があった場合であっても、事後の事情の変化により当

該瑕疵が解消するに至ったなら、その瑕疵は治癒されることになる。 

 

問題９  正解１ ＜行政罰＞ 

ア 妥当である。非訟事件手続法によって過料を科すことは、憲法上の適正手続の要請に反するもの

ではない（最大決昭41.12.27）。 

イ 妥当である。罰金刑が確定している者に課徴金の納付を命ずることは、二重処罰の禁止に違反し

ない（最判平10.10.13）。 

ウ 妥当でない。懲役刑と罰金刑を併科された者に対してさらに重加算税を科しても二重処罰の禁止

に抵触しない（最判昭45.9.11）。 

エ 妥当でない。過料と罰金を併科することはできる（最判昭39.6.５）。 

以上より、妥当なものはアとイとなり、正解は１となる。 

 

問題10  正解１ ＜行政行為の附款＞   

１ 妥当である。附款を付すことができるのは①法律で附款を付すことが認められている場合か、②

行政庁に裁量権がある場合である。 

２ 妥当でない。行政行為について、撤回権を留保する附款を付さなかった場合であっても、法令の

根拠なくして行政行為を撤回することができる。 

３ 妥当でない。道路占用許可に付された使用料の納付などの負担を課す附款に違反した場合であっ

ても、当該占用許可は無効にならない。 

４ 妥当でない。道路の占用許可について、開始と終了の具体的な日付けを示す附款は条件ではなく、

期限である。 

５ 妥当でない。行政行為の附款において、不作為義務を課すこともできる。 

 

問題11  正解１ ＜弁明の機会の付与＞ 

１ 妥当である。前条第１項の通知を受けた者（同条第３項後段の規定により当該通知が到達したも

のとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は、代理人を選任することができる(行政手続

法16条１項)。第15条第３項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する(行政手続法

31条)。 

２ 妥当でない。聴聞手続にある資料閲覧請求の規定は弁明の機会付与手続に準用されていない。 

３ 妥当でない。利害関係者による弁明書の閲覧請求に関する規定はない。 

４ 妥当でない。弁明書提出を受けた行政庁は当該弁明についての調査及び報告書作成しなければな

らないとの規定はない。 

５ 妥当でない。弁明書提出後に新たな事情が生じたときに弁明書の再提出を求めるとの規定はな

い。 

 

問題12  正解４ ＜行政手続法 (総合)＞ 

ア 妥当でない。勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当しない。 
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イ 妥当である。行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに

責任者を明確に示さなければならない（行政手続法35条１項）。 

ウ 妥当でない。行政指導の中止等の求めで問題となる行政指導は、法令に違反する行為の是正を求

める行政指導である(行政手続法36条の２第１項)。必要な措置をとるべきことを命ずる本件勧告は

それに当たらない。 

エ 妥当である。行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益

処分の理由を示さなければならない(行政手続法14条１項本文)。 

以上より妥当なものはイとエとなり、正解は４となる。 

 

問題13  正解２ ＜申請に対する処分＞ 

１ 妥当でない。申請に対する拒否処分の際、法が定める一定の場合(法令に定められた許認可等の

要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合

であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容か

ら明らかであるとき)を除いて理由を示す必要がある。なお、法が定める一定場合には申請者の求

めがあったときその理由を示せば足りる（行政手続法８条１項）。 

２ 妥当である。行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対

する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない(行政手続法９条１項)。 

３ 妥当でない。申請に対する処分についての処分基準を定めるとの規定はない。 

４ 妥当でない。申請拒否の際に意見陳述のための手続きをとる必要はない。 

５ 妥当でない。行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しな

ければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されている

こと、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形

式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者（以下「申請者」という。）に対

し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しな

ければならない(行政手続法７条)。 

 

問題14  正解１ ＜行政不服審査法 (総合)＞ 

１ 妥当である。法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請

求をすることができる（行政不服審査法10条)。 

２ 妥当でない。前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為を

することができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することがで

きる(行政不服審査法12条２項)。 

３ 妥当でない。審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとと

もに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付

けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(行政不服審査法17条)。 

４ 妥当でない。多数人が共同して審査請求をしようとするときは、３人を超えない総代を互選する

ことができる(行政不服審査法11条１項)。このように複数人が共同して審査請求をすることはでき

る。 

５ 妥当でない。法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の

期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為（法令に基づく申請に対して何らの処分をもしな

いことをいう。以下同じ。）がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審

査請求をすることができる(行政不服審査法３条)。 
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問題15  正解３ ＜審査請求と再調査の請求＞ 

ア 妥当でない。行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合

において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある

者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる（５条１項本文）。 

イ 妥当である。行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合

において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある

者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定

により審査請求をしたときは、この限りでない（行政不服審査法５条１項）。 

ウ 妥当である。前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決

定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合は、この限りでない。一 当該処分につき再調査の請求をした日（第六十一条において読み替

えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不

備を補正した日）の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定を

しない場合、二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

(行政不服審査法５条２項)。 

エ 妥当でない。再調査の請求をした日の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査

の請求につき決定をしない場合、再調査の決定を経なくても審査請求できる（５条２項)。再調査の

請求が棄却されたとみなされる訳ではない。 

以上より、妥当なものはイとウとなり、正解は３となる。 

 

問題16  正解５ ＜教示＞ 

１ 妥当でない。行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分である

かどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てを

すべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を

教示しなければならない(行政不服審査法82条２項)。 

２ 妥当でない。行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て（以下

この条において「不服申立て」と総称する。）をすることができる処分をする場合には、処分の相手

方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び

不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭で

する場合は、この限りでない(行政不服審査法82条１項)。このように口頭での教示は認められてい

ない。 

３ 妥当でない。前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示

は、書面でしなければならない(行政不服審査法82条３項)。 

４ 妥当でない。審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁

でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書

面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべ

き行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない(行政不服審査法22条１

項)。 

５ 妥当である。行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服があ

る者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる(行政不服審査法83条１項)。 
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問題17  正解１ ＜抗告訴訟の対象＞ 

１ 妥当である。関税定率法に基づく税関長の通知に処分性があるというのが判例である（最判昭

54.12.25）。 

２ 妥当でない。道路交通法に基づく交通反則金納付の通告に処分性はないというのが判例である

（最判昭57.7.15）。 

３ 妥当でない。簡易水道事業の水道料金を一般的に改訂する本件改正条例は、抗告訴訟の対象とな

る行政処分にはあたらないというのが判例である（最判平18.7.14）。 

４ 妥当でない。還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知は、抗告訴訟の対象となる行政

処分に当たるというのが判例である（最判平17.4.14）。 

５ 妥当でない。都市計画法に基づく都市計画決定としてなされる工業地域指定は、行政処分にあた

らないというのが判例である（最判昭57.4.22）。 

 

問題18 正解５ ＜出訴期間＞ 

１ 妥当でない。取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができな

い。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(14条２項)。 

２ 妥当でない。「そして，本件処分は，本件通知書をもって通知されたものであるところ， 本件記

録によれば，本件通知書には本件開示請求に対する応答として一部を開示する旨明示されているこ

とが明らかである上に，また，前記２(2)エの事実によれば，本件通知書には本件各文書に記録され

た個人情報のうち本件処分において不開示とされた部分を特定してその理由が示されているとい

うのである。 そうすると，被上告人は，本件通知書が同人を代理する弁護士の下に到達した平成24

年10月15日をもって本件処分のあったことを現実に知ったものということができ，…」（最判平28・

3・10）。 

３ 妥当でない。行訴法14条１項の出訴期間の定めは、無効等確認訴訟に準用されていない。 

４ 妥当でない。処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求

をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取

消訴訟は、その審査請求をした者については、前２項の規定にかかわらず、これに対する裁決があ

つたことを知つた日から６箇月を経過したとき又は当該裁決の日から１年を経過したときは、提起

することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(14条３項)。 

５ 妥当である。処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される

場合には、「処分があったことを知った日」とは告示があった日をいうと解するのが相当である（最

判平14.10.24）。 

 

問題19 正解３ ＜処分差止めの訴え＞ 

ア 妥当でない。差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそ

れがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があ

るときは、この限りでない(37条の４第１項)。 

イ 妥当である。重大な損害を生ずるおそれがあると認められるためには、処分がされることにより

生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けること

などにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法

によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要する（最判平24.2.9）。 

エ 妥当である。取消訴訟判決の対第三者効力の規定は差止めの訴えには準用されていない。 

オ 妥当でない。差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決
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がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案に

ついて理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処

分又は裁決をしてはならない旨を命ずること（以下この条において「仮の差止め」という。）ができ

る(37条の２第２項)。 

以上より、妥当なものはイとエとなり、正解は３となる。 

 

問題20 正解４ ＜国家賠償法１条＞ 

ア 妥当でない。立法の内容が憲法の一義的文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立

法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合には違法の評価を受ける（最判昭

60.11.21）。このように国会議員の立法行為について国賠法上の違法に該当する場合があるとの判

例があるので、立法行為が「公権力の行使」に該当するとの前提にたったものと思われる。 

イ 妥当である。行政指導については、任意性を超えるレベルの指導について違法な公権力の行使と

認めた判例がある（最判平5.2.18）。また、情報提供についても、市区町村長が漫然と弁護士会の照

会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは公権力の違法な行使にあ

たるとする判例がある（最判昭56.4.14）。 

ウ 妥当でない。公務員が職務執行の意思を持たず私的な目的のためになした違法行為については、

その外形が職務執行の形をしていれば、行政主体の賠償責任は成立する。 

「同条は公務員が主観的に権限行使の意図をもってする場合にかぎらず自己の利をはかる意図を

もってする場合でも、客観的に職務執行の外形を備える行為をしてこれによって他人に損害を加

えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責めを負わしめてひろく国民の権益を擁護すること

をもって、その立法の趣旨とするものと解すべき・・」（最判昭31.11.30）。 

エ 妥当である。ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し、実務上の取扱いも分かれて

いて、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合に、公務員がその一方の見解を正当と解

しこれに立脚し公務を遂行したときは、後にその執行が違法と判断されたからといって、直ちに、

上記公務員に過失があったものとすることは相当でない（最判平16.1.15）。 

以上より、妥当なものはイとエとなり、正解は４となる。 

 

問題21  正解４ ＜国家賠償法 (総合)＞ 

１ 妥当でない。消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した事案は失火

責任法の適用はある（最判昭53.7.17）。よって、消火活動に関して公務員に重過失があった場合、

国家賠償法の適用の問題となる。 

２ 妥当でない。国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、

共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国又は公共団体がこれを賠償した場合にお

いて、当該加害公務員は、国又は公共団体に対し、各自は連帯して求償債務を負う(最判令2.7.14)。 

３ 妥当でない。市町村が設置する学校の教諭につき、当該教諭の給与を都道府県が負担する場合に

おいて、当該教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えたとき

は、当該教諭の給与を負担する都道府県は、学校の設置主体である当該市町村に対して求償するこ

とができる(最判平21.10.23)。 

４ 妥当である。補助金を交付している立場の者であっても、費用を負担する者と同等も若しくはこ

れに近い費用を負担していて、実質的には事業を共同で執行していると認められるもので、当該営

造物の瑕疵による危険を効果的に防止できる者については、賠償責任を負う（最判昭50.11.28）。 
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５ 妥当でない。国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人（被害者）

に被害を生ぜしめた事案においては、それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同

一の公共団体の公務員の職務上の行為にあたる場合、国家賠償法１条１項に基づく損害賠償責任が

成立するためには、被害者において、当該事案における加書行為とそれを行った者を特定しなくて

よい(最判昭57.4.1)。 

 

問題22 正解５ ＜条例の適法性＞ 

１ 妥当である。ため池の破損等の原因となる堤とうの使用行為は憲法、民法の保障する財産権行使

の埒外にあることから、これを条例をもって禁止し、処罰の対象にしても憲法および法律に抵触す

るものとはいえない（最大判昭38.6.26）。 

２ 妥当である。条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限

定されておればたりると解するのが正当である。そうしてみれば、地自法２条３項７号及び１号の

ように相当に具体的な内容の事項につき、同法14条５項のように限定された刑罰の範囲内におい

て、条例をもって罰則を定めることができるとしたのは、憲法31条の意味において法律の定める手

続きによって刑罰を科するものということができる（最大判昭37.5.30）。 

３ 妥当である。暴走族追放条例は、その規制対象が本来的な意味における暴走族及びその類似集団

による集会に限定されると解されることから、憲法21条１項、31条に反するとはいえない（最判平

19.9.18）。 

４ 妥当である。「本件条例は、保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を明確に規定した上

で、その算定に必要な上記の費用及び収入の各見込み額並びに予定収納率の推計に関する専門的及

び技術的な細目にかかる事項を、Ｙ２の合理的な選択にゆだねたものであり、また上記見込み額等

の推計については、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算の審議を通じて、議会による民主的

統制が及ぶものということができる。 

 そうすると、本件条例が、８条において保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた

上で、12条３項において、Ｙ２に対し、同基準に基づいて保険料率を決定し、決定した保険料率を

告示の方式により公示することを委任したことをもって、法81条に違反するということはできず、

また、これが憲法84条の趣旨に反するということもできない。」（最大判平18.3.1）。 

５ 妥当でない。集団行進および集団示威行為における交通秩序の維持を目的とする条例は、道路交

通法と矛盾抵触はないので、憲法31条に違反しない（最大判昭50.9.10)。 

 

問題23 正解２ ＜知事と議会の関係＞ 

１ 妥当でない。普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定し

たものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる(180条１項)。 

２ 妥当である。普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体

の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日（条例の制定若しくは改廃又

は予算に関する議決については、その送付を受けた日）から10日以内に理由を示してこれを再議に

付することができる(176条１項)。 

３ 妥当でない。前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その

議決は、確定する(176条２項)。 

４ 妥当でない。前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認

を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と

認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない(179条４項)。このように
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議会が知事がなした専決処分を承認しなくても、当該処分無効になるわけではない。 

５ 妥当でない。議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項

の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議

決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共

団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う(178条２

項)。 

 

問題24 正解２ ＜国又は都道府県の関与＞ 

ア 妥当である。各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違

反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき

は、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講

ずべきことを求めることができる(245条の５第１項)。 

イ 妥当でない。各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令

の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると

認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正

又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。 

一 市町村長その他の市町村の執行機関（教育委員会及び選挙管理委員会を除く。）の担任する事

務（第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。） 都道府県知事 

二 市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会 

三 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会(245条の５第２項)。 

ウ 妥当でない。都道府県知事が市町村に対して是正の要求をするには各大臣の指示が必要である

(245条の５第２項)。 

エ 妥当である。各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務

の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を

害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又

は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる(246条の７第１項)。 

以上より、妥当なものはアとエとなり、正解は２となる。 

 

問題25 正解３ ＜建築に関わる紛争＞ 

１ 妥当でない。東京都建築安全条例に基づく安全認定を先行処分とする建築確認の取消訴訟におい

て、当該安全認定について裁判所が審査できるのは、重大かつ明白な瑕疵があり無効か否かに限定

されていない（最判平21.12.17）。 

２ 妥当でない。「建築主が行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が

受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建

築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、

行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を留保することは、違法である」（最判昭

60.7.16）。つまり、確認済み証の不交付が適法とされる場合は当該申請者がそれにつき任意に同意

をしているものと明確に認められる場合に限られない。 

３ 妥当である。建築確認処分の取消訴訟をしている間に、当該建物の工事が完了してしまった場合、

訴えの利益は消滅する（最判昭59.10.26）。 

４ 妥当でない。本件確認の取消訴訟を地方公共団体に対する損害賠償請求に変更することは相当で

ある（最決平17.6.24）。 
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５ 妥当でない。建築主事による当該計画に係る建築確認は、例えば、当該計画の内容が建築基準関

係規定に明示的に定められた要件に適合しないものであるときに、申請書類の記載事項における誤

りが明らかで、当該事項の審査を担当する者として他の記載内容や資料と符号するか否かを当然に

照合すべきであったにもかかわらずその照合がされなかったなど、建築主事が職務上通常払うべき

注意をもって申請書類の記載を確認していればその記載から当該計画の建築基準関係規定への不

適合を発見することができたにもかかわらず、その注意を怠って漫然とその不適合を看過した結

果、当該計画につき建築確認を行ったと認められる場合に、国賠法１条１項の適用上違法となるも

のと解するのが相当である（最判平25.3.26）。 

 

問題26 正解４ ＜行政機関情報公開法＞ 

１ 妥当でない。開示請求にかかる行政文書に個人に関する情報が含まれている場合、当該個人情報

を加工した情報を記載した新たな別の行政文書を作成し、その交付を求めることができるとの規定

はない。 

２ 妥当でない。この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得し

た文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該行政機関の職員が組織的に用いる

ものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行される

もの 

二 公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）第２条第７項に規定する特定歴史公文書

等 

三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化

的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの（前号に掲げるものを除く

(２条２項)。このように行政文書であるためには決裁、縦覧を経たものである必要はない。 

３ 妥当でない。何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長（前条第１項第４号及び第

５号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。）に対し、

当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる(３条)。このように開示を求める

ことができるのは「何人も」となっているのだから外国に居住する外国人も含まれる。 

４ 妥当である。行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に

掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に

対し、当該行政文書を開示しなければならない。 

一 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記

録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において

同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の

個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできな

いが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。(５条１号本文)。 

５ 妥当でない。行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場

合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請

求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部

分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない(６条１項)。このように、

不開示情報が含まれている場合、開示請求者の求めに応じて当該部分を除いた情報の概要を記載し
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た新たな別の文書を作成・交付しなければならないのではない。 

 

＜民法＞ 

問題27  正解３ ＜行為能力＞ 

１ 正しい。補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するお

それがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の

同意に代わる許可を与えることができる。(17条３項)。 

２ 正しい。後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭

裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない(19条１項)。 

３ 誤り。被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、

第９条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。(13条１項６号)。 

４ 正しい。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行

為を取り消すことができない(21条)。 

５ 正しい。制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代

理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合におい

て、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする(20条２項)。 

 

問題28 正解３ ＜任意代理と法定代理＞ 

ア 妥当でない。後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被

後見人を代表する(859条１項)。このように後見人は被後見人の財産に関する法律行為について代

理権を持っているのだから、被後見人の特定の財産行為についてのみ代理行為を行うのではない。 

イ 妥当である。後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被

後見人を代表する(105条)。 

ウ 妥当である。代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 

一 本人の死亡 

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと(111条

１項)。 

このように本人死亡は代理権消滅原因だが、代理に関する規定は任意規定ゆえ、本人の死亡でも

代理権消滅しないとの合意があればそれに従うことになる。 

エ 妥当でない。民法112条の表見代理における基本代理権は任意代理であるのが原則である。 

オ 妥当でない。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すこ

とができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為につい

ては、この限りでない(102条)。 

以上より、妥当なものはイとウとなり、正解は３となる。 

 

問題29 正解５ ＜即時取得＞ 

ア 妥当でない。即時取得の規定は取引行為によって動産を取得した場合に適用される(民法192条)。

相続による取得は取引行為による取得でない。よって、Ａは即時取得できない。 

イ 妥当でない。即時取得は動産の譲渡人無権利という瑕疵を治癒するものである。譲渡人が制限行

為能力者であったという瑕疵は治癒されない。 

ウ 妥当でない。登録済みの自動車は即時取得できないが未登録の自動車は即時取得できる。 
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エ 妥当である。本件において、Ａが動産丁の占有を取得したのは指図による占有移転方法による。

そして、指図による占有移転であっても即時取得できると解されている。よって、他の要件が揃っ

ている本件においてＡは丁を即時取得する。 

オ 妥当である。占有改定による占有取得では即時取得できない。よって、占有改定による占有移転

がなされた場合、その後に現実に動産の引渡しを受けた時点で即時取得成立となる。よって、即時

取得の要件を満たしているかの判断も現実の引渡し時点でなされることになる。 

以上より、妥当なものはエとオとなり、正解は５となる。 

 

問題30 正解５ ＜物権相互の優劣関係と対抗要件＞ 

１ 妥当でない。契約解除をした者と解除後に解除の対象物を取得した者との優劣は先にその物の対

抗要件を取得したかにかかっている。よって、本件において解除後の取得者(第三者)の方が解除権

者よりも先に対抗要件を具備したので解除権者(Ａ)は、解除後の取得者(Ｃ)対して甲の返還を求め

ることはできない。 

２ 妥当でない。同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位

は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数

人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。 

一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権 

二 動産の保存の先取特権 

三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権(330条１項)。 

このように動産保存の先取特権が売買の先取特権に優先する。 

３ 妥当でない。先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第

一順位の先取特権者と同一の権利を有する(334条)。よって、動産質権と動産売買の先取特権とで

は、動産質権が優先する。 

４ 妥当でない。先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、そ

の動産について行使することができない(333条)。ここで引渡しは占有改定による引渡しも含む。 

５ 妥当である。本件売買に所有権留保特約がなされているので、代金支払いのない本件ではＢは甲

の所有権を取得できず、結果、Ｇも甲の所有権を取得できない。 

 

問題31 正解２ ＜債権譲渡＞ 

１ 妥当である。債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗

することができる(468条１項)。 

２ 妥当でない。債権が二重に譲渡され、どちらの譲受人も対抗要件を備え、その通知が債務者のも

とへ同時に到達した場合、どちらの譲受人も債権を譲り受けたことを債務者に対抗できる。よって、

債務者は同順位の対抗要件を具備した譲受人Ｃの存在を理由に弁済を拒むことはできない（最判昭

55.1.11）。 

３ 妥当である。滞納処分としての債権差押えの通知と確定日付のある右債権譲渡の通知の第三債務

者への到達の先後関係が不明であるために、第三債務者が債権者を確知することができないことを

原因として右債権額に相当する金員を供託した場合において、被差押債権額と譲受債権額との合計

額が右供託金額を超過するときは、差押債権者と債権譲受人は、公平の原則に照らし、被差押債権

額と譲受債権額に応じて供託金額を案分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得するもの

と解するのが相当である。債権が二重に譲渡され、どちらの譲受人も対抗要件を備え、その通知が

債務者のもとへ同時に到達した場合に債務者が本件債権につき弁済供託をした場合、各債権者本件
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債権全額につき供託金の還付を請求できない（最判平5.3.30）。 

４ 妥当である。債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもっ

て譲受人に対抗することができる（469条１項)。 

５ 妥当である。債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債

権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に

他人の債権を取得したときは、この限りでない。 

一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権 

二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権

債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することがで 

きる（469条２号）。 

 

問題32 正解２ ＜連帯債務＞ 

１ 妥当でない。第一の弁済者が事後通知を怠り、第二の弁済者が事前通知を怠った場合、第一の弁

済が有効となる。 

２ 妥当である。他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得るこ

とを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合に

おいて、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部

分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる（443条１項前

段）。 

３ 妥当でない。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が

相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する（439条１項）。 

４ 妥当でない。第438条、第439条第１項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人につい

て生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務

者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う

(441条)。つまり、連帯債務者の一人に対してなされた免除の効果は他の連帯債務者に及ばない。 

５ 妥当でない。連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効

が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第442条第１項の求

償権を行使することができる（445条）。 

 

問題33 正解３ ＜消費貸借＞ 

ア 妥当でない。書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解

除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、

借主に対し、その賠償を請求することができる（587条の２第２項）。 

イ 妥当である。金銭消費貸借契約の借主が、利息の支払を含む貸金返還債務を新しい消費貸借契約

の目的とすることを貸主と合意したときは、これにより新たな消費貸借契約が成立するが、旧契約

に付された利息の約定が利息制限法の上限利率を超過する場合には、その限りで当該新たな消費貸

借契約は無効となる。 

ウ 妥当でない。貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない(589条１項)。 

エ 妥当である。前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に

関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる

(590条２項)。 
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オ 妥当でない。当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催

告をすることができる(591条１項)。 

以上より、妥当なものはイとエとなり、正解は３となる 

 

問題34  正解４ ＜不当利得＞ 

１ 妥当でない。占有者が民法194条に基づき支払った代価の弁償があるまで盗品等の引渡しを拒む

ことができる場合には、占有者は、右弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行なう権限を有す

ると解するのが相当である（最判平12.6.27）。 

２ 妥当でない。解除によつて売買契約が遡及的に効力を失う結果として、契約当事者に該契約に基

づく給付がなかつたと同一の財産状態を回復させるためには、買主が引渡を受けた目的物を解除す

るまでの間に使用したことによる利益をも返還させる必要がある（最判昭51.2.13）。 

３ 妥当でない。不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することがで

きない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない(708条)。 

４ 妥当である。民法708条の「不法な原因のために給付をした」とは登記建物の場合だと登記移転を

終えたことを意味する（最判昭46.10.28）。本件では登記移転が完了していないというのだから、未

だ708条の給付は終わっていない。 

５ 妥当でない。ＡがＢから右の金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、Ａの右

金銭の取得は、被騙取者たるⅭに対する関係においては、法律上の原因がなく、不当利得となるも

のと解するのが相当である（最判昭49.9.26）。 

 

問題35 正解３ ＜認知＞ 

１ 正しい。成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない(782条)。 

２ 正しい。父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得

なければならない(783条１項)。 

３ 誤り。認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利

を害することはできない(784条)。 

４ 正しい。認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない(785条)。 

５ 正しい。子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。

ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない(787条)。 

 

＜商法・会社法＞ 

問題36 正解１ ＜交互計算＞ 

１ 誤り。交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定

の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約

することによって、その効力を生ずる(529条)。 

２ 正しい。当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、６箇月とする(531条)。 

３ 正しい。当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目に

ついて異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、

この限りでない(532条)。 

４ 正しい。相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求

することができる(533条１項)。 
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５ 正しい。各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計

算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる(534条)。 

 

問題37  正解５ ＜発起人＞ 

１ 誤り。株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押

印しなければならない(会社法26条１項)。 

２ 誤り。発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行を

していない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨

を通知しなければならない(36条１項)。第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定す

る期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主

となる権利を失う(36条３項)。 

３ 誤り。株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に

記載され、又は記録された価額（定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額）に著しく不

足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う

義務を負う(52条１項)。このように、てん補責任を負うのは発起人と取締役であって引受人ではな

い。 

４ 誤り。株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第１項の定款に記載し、又は記

録しなければ、その効力を生じない。 

三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名

称(28条３号)。 

このように「株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏

名又は名称」は定款記載事項ゆえ、株式会社設立まで決定すれば良いという物ではない。 

５ 正しい。第65条 第57条第１項の募集をする場合には、発起人は、第58条第１項第三号の期日又

は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主（第50条第１項又は第102条第２

項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。）の総会（以下「創立総会」という。）

を招集しなければならない(65条１項)。 

 

問題38 正解５ ＜取締役会＞ 

１ 正しい。取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することが

できない。 

五 第676条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法

務省令で定める事項(362条４項五号)。 

２ 正しい。取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示

し、その承認を受けなければならない。 

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。(356条１項二号)。 

３ 正しい。取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締

役会で定めたときは、その取締役が招集する(366条１項)。 

４ 正しい。前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない

(369条２項)。 

５ 誤り。取締役会の決議に参加した取締役であって第３項の議事録に異議をとどめないものは、そ

の決議に賛成したものと推定する(369条５項)。 

  

－44－



問題39 正解４ ＜監査役・監査役会＞ 

１ 正しい。会計監査人設置会社（監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。）は、監

査役を置かなければならない(327条３項)。 

２ 正しい。監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならな

い。ただし、監査役が２人以上ある場合において、第373条第１項の規定による特別取締役による議

決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第２項の取締役会に出席

する監査役を定めることができる(383条１項)。 

３ 正しい。公開会社でない株式会社（監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。）は、第381

条第１項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で

定めることができる(389条１項)。 

４ 誤り。監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない(390条３項)。 

５ 正しい。取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべ

き事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない(395条)。 

 

問題40 正解３ ＜株券＞ 

ア 誤り。株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は

記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない(130条１項)。株券発行会社

における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会

社」とする（同条２項）。つまり、株券発行会社における対第三者株式譲渡対抗要件は株券所持とな

る。 

イ 正しい。株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じ

ない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない(128条)。 

ウ 正しい。株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役（指名委

員会等設置会社にあっては、代表執行役）がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 

三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、

その旨（会社法216条３号）。 

エ 誤り。株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所

持を希望しない旨を申し出ることができる(217条１項)。前項の規定による申出は、その申出に係

る株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）を明らかにしてしなけ

ればならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当

該株券を株券発行会社に提出しなければならない（同条２項）。第１項の規定による申出を受けた

株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は

記録しなければならない（同条３項）。第２項後段の規定により提出された株券は、第３項の規定に

よる記載又は記録をした時において、無効となる（同条５項）。 

オ 誤り。株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券に

ついての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること（以下「株券喪失

登録」という。）を請求することができる(223条)。株券喪失登録（抹消されたものを除く。）がされ

た株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる（228条１項）。この

ように株券を無効とする手続として公示催告・除権判決という制度はとられていない。 

以上より、正しいものはイとウとなり正解は３となる。 
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法令等（多肢選択式） 

＜憲法＞ 

問題41 正解 ア：５（生存） イ：10（身体への侵襲） ウ：19（個人の尊厳） エ：13（立法目的） 

＜行政事件訴訟法 旧優生保護法意違憲判決＞ 

 旧優生保護法により強制不妊手術を受けた被害者に対して国に損害賠償を命じた最高裁判決から

の出題。判決文を知らなくても文章の前後関係から空欄を埋めることができた。 

イ 不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす（イ）であるから、不妊手術を受ける

ことを強制することは、上記事由に対する重大な制約にあたる 

       ↓ 

以上の文脈より、イには「身体への侵襲」がはいる 

ア 憲法13条は、人格的（ア）に関わる重要な権利として、自己の意思に反して（イ 身体への侵襲）

を受けない自由を保障しているところ 

         ↓ 

   以上の文脈より、アには「生存」がはいる 

ウ 「すべて国民は、個人として尊重される。」との憲法13条前段の文言より、ウには「個人の尊厳」

が入ることが予想できる。 

エ 本件規定の（エ）は、・・・立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえない・・ 

  その文脈より、エには「立法目的」が入る 

 

＜行政法＞ 

問題42 正解 ア：３（対象事項） イ：６（目的） ウ：19（矛盾抵触） エ：16（地方の実情） 

＜行政法総論 徳島市公安条例事件＞ 

徳島市公安条例事件判決からの出題 

この判決の以下の部分(条例と法令の関係)は有名なので受験生なら勉強しているはず。 

だから、アとイとウは埋まるはず。 

「条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それ

ぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを

決しなければならない。」 

エ 「それぞれの普通地方公共団体において、その(エ)に応じて、別の規制を施すことを容認する趣

旨であると解されるときは、国の法と条例との間には」との文脈より、エには「地方の実情」が入

ることが予想できる。エは難しいかもしれない。 

 

問題43 正解 ア：４（公法上の法律関係） イ：11（棄却すべきもの） ウ：20（確認判決）  

エ：15（有効適切） 

＜行政事件訴訟法 在外邦人国民審査権訴訟＞ 

在外邦人国民審査権訴訟からの出題である。判例を知らなくても、文章の前後関係から解答可能な

問題。 

ア 「次回の最高裁判所裁判官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確

認を求める」との部分よりアには「公法上の法律関係」が入る。 

イ 「請求は理由がなく、（イ）である。との部分より、請求(訴え)に理由がない場合の判決は棄却ゆ

え、イには「棄却すべきもの」が入る。 
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ウ 確認を求めるものであると解され、当該訴えにおいてウが確定した場合、国会において、裁判所

がした違憲である旨の判断が尊重されるものと解される。 

        ↓ 

「確認の訴えの（ウ）が確定した場合、国会において違憲である旨の判断が尊重される」との文

脈から（ウ）には「確認判決」が入る。 

エ 文章の前後関係からエに「有効適切」を入れるのは難しかったかもしれない。 

 

法令等（記述式） 

＜行政法＞ 

問題44 ＜行政事件訴訟法 (裁決固有の瑕疵)＞ 

 ＜解答例＞ 

委員の除斥規定に違反したことを主張して、Ｙ市を被告として、裁決の取消しの訴えを提起すべき。 

（45字） 

審査請求の際に審査に加わってはならない者が含まれていたという瑕疵(建築基準法82条)を理

由にＹ市を被告とした裁決取消訴訟を提起すべき事例。 

書く内容はそれ程難しくないが、40字程度でまとめるのに苦労したかもしれない。 

 

＜民法＞ 

問題45 ＜夫婦の日常家事に関する代理権＞ 

 ＜解答例＞ 

夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由がある場合。 

（42字） 

夫婦互いに日常家事に関して相手を代理する法定代理権を持つ。では、夫婦の一方が日常家事で

ない事項について、他方を代理して法律行為を行った場合、表見代理の規定で相手方を保護できな

いか問題となる。この点、最高裁は、当該法律行為が日常家事の範囲内の行為であると相手方が過

失なく信じたのなら、110条の規定の趣旨を類推適用するとの判断を下している。その点を書く必

要があった。難しい問題である。 

民法761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これ

によって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任

を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 

 

問題46 ＜事務管理＞ 

 ＜解答例＞ 

事務管理の継続規定を根拠に継続しなければならない。また、有益な費用として償還請求できる。 

（44字） 

事務管理の事例問題。事務管理者には、管理行為の継続義務があることと管理に関する有益費用

の償還請求ができることの２点を書く必要があった。内容は難しくないが、40字程度でまとめるの

に苦労したかもしれない。 

民法700条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至

るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に

反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。 
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民法702条１項 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を

請求することができる。 

 

基礎知識 

＜一般知識＞ 

問題47 正解２ ＜日本の住民投票＞ 

１ 妥当でない。2001年７月29日、上尾市がさいたま市と合併することの可否を問う住民投票が行わ

れた。 

２ 妥当である。住民投票条例には、投票すべき課題に関してその都度制定される個別型と、将来に

備えてあらかじめ住民投票の手続等を定めておく常設型がある。 

３ 妥当でない。2025年７月20日、愛知県豊橋市で、新しいアリーナを含む多目的屋内施設の建設や

運営に関する事業を巡り、「中止」か「継続」かを問う住民投票が開票された。 

４ 妥当でない。1996年８月４日、巻町（現在の新潟市西蒲区）において、東北電力による巻原子力

発電所の建設の賛否を問う住民投票がなされた。 

５ 妥当でない。大阪都構想は、日本維新会が進めている。国会の議決ではない。 

 

問題48 正解２ ＜日本の政党と政治＞ 

ア 妥当でない。政党交付金の交交付の対象となる政党は、国会議員５人以上を有する政治団体国会

議員を有し、又は、前回の衆議院議員総選挙の小選挙区選挙若しくは比例代表選挙又は前回若しく

は前々回の参議院議員通常選挙の選挙区選挙若しくは比例代表選挙で得票率が２％以上の政治団

体である。なお、法人格を取得していない政党には交付されない。 

イ 妥当である。この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及

び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が

国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資

金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講

ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを

目的とする(政治資金規制法１条)。 

ウ 妥当でない。田中角栄内閣は連立政権ではない。 

エ 妥当である。鳩山内閣は2009年９月成立の民主党、社会民主党、国民新党の連立内閣である。 

オ 妥当である。なお、民主党は、2014年12月の第47回衆議院議員総選挙で民主党は「マニフェスト」

方式を採用した。 

 

問題49 正解３ 

１ 妥当でない。江戸時代に米公方と呼ばれた将軍は綱吉ではなく８代将軍吉宗である。 

２ 妥当でない。米騒動は、大正７年（1918）８月富山県の漁民・主婦などが米の移出禁止と安売り

を求めて行動にでたのが始まり。 

３ 妥当である。1942年制定の食糧管理法に基づいて食糧管理制度が実施された。米・麦などの主要

食糧について国が管理する。1995年の新食糧法（正称「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律」）の施行に伴い廃止された。 

４ 妥当でない。1995年11月１日の新食糧法施行によって、食管法は廃止され、コメ の価格や生産、

流通などで政府規制が大幅に緩和され、市場原理が導入されることになった。 

５ 妥当でない。2025年の備蓄米の放出は我が国が行った。 
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問題50 正解２ 

１ 妥当である。GATT(関税および貿易に関する一般協定)は1947年に署名された国際的な貿易協定。

WTOとは、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果1994年に設立が合意され、1995年１月１日に設立され

た国際機関。 

２ 妥当でない。日本はTPPを離脱していない。なお、APECとは（Asia-Pacific Economic Cooperation）、

アジア太平洋（環太平洋地域）経済協力を目的とする非公式協議体である。1989年発足。当初は日

本も加盟していたが、現在では離脱している。 

３ 妥当である。セーフガードとは、GATT第19条、WTOセーフガード協定に基づき、輸入急増によ

る国内産業への重大な損害の防止のために認められている緊急措置。わが国でも関税定率法（第９

条等）に規定されている。 

４ 妥当である。非関税障壁は、輸入許可制度や貿易制限措置等などの形で現れる。 

５ 妥当である。相殺関税制度とは、輸出国の補助金を受けた輸入貨物に対し、国内産業保護のため

に補助金額の範囲内で割増関税を課す制度。アンチダンピング措置とは、輸出国の国内価格よりも

低い価格による輸出（ダンピング輸出）が、輸入国（日本）の国内産業に被害を与えている場合に、

その価格差を相殺する関税を賦課できる措置。 

 

問題51 正解３ 

１ 妥当である。なお、価格が下がれば(需要量増加)、右下がりの曲線となる。 

２ 妥当である。つまり、ある商品の価格の変動と需要の増減を数値化したものと言える。需要の価

格弾力性が高い商品としては「贅沢品」や「娯楽品」、低い商品としては「生活必需品」を例に挙げ

ることができる。 

３ 妥当でない。機会費用とは何かを選択した場合、選択しなかった方をもし選んだなら得たであろ

う利益を意味する。 

４ 妥当である。経済学における理想的な市場モデルであると解されている。 

５ 妥当である。市場の失敗とは、市場メカニズムがうまく機能しないため、資源の最適な配分が達

成されない状態を意味する。独占・寡占、外部性、公共財、情報の非対称性などが原因で発生する。 

 

問題52 正解５ 

１ 妥当である。女性参政権運動は平和的な団体と過激な手段を採用する団体があった。第一次世界

大戦後の1918年、国民代表法成立により、30歳以上の女性の国政選挙における選挙権が実現するこ

とになった。 

２ 妥当である。1969年６月28日、ニューヨークの「ストーンウォール・イン（Stonewall Inn）」とい

うゲイバーに警察の「手入れ」（抜き打ち捜査）が入り、その後に起きた小競り合いをきっかけとし

て暴動に発展した。これを「ストーンウォールの反乱」という。 

３ 妥当である。花を身につけて性暴力に抗議する社会運動をフラワーデモという。2019年４月11日

に始まった。 

４ 妥当である。国際連合の女性差別撤廃委員会は、2024年10月29日、国連女性差別撤廃条約の実施

状況に関する第９回日本政府報告書に対し、総括所見を発表した。ここで女性が婚姻後も旧姓を保

持できるよう夫婦の姓の選択に関する法律を改正することを勧告した。 

５ 妥当でない。事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法（昭

和22年法律第49号）第65条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第２項の規定

による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを
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理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(９条３項)。 

 

＜諸法令＞ 

問題53 正解５ ＜行政書士法＞ 

ア 妥当である。行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分

に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、

当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 

一 戒告（14条１号）。 

イ 妥当である。行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分

に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、

当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 

二 二年以内の業務の停止(14条２号)。 

ウ 妥当でない。行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の

処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄

する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 

三 解散（14条の２第１項３号）。 

エ 妥当でない。行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分

に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、

当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 

三 業務の禁止（14条３号）。 

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 

六 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から３年を経過しない者（２条の

２第６号）。 

日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、その登録を抹消しなければならない。 

一 第２条の２第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当

するに至つたとき。（７条１項１号）。 

以上より、妥当でないものはウとエとなり、正解は５となる。 

 

問題54 正解２ ＜戸籍法＞ 

ア 妥当でない。出生の届出は、14日以内（国外で出生があつたときは、３箇月以内）にこれをしな

ければならない（49条１項）。 

イ 妥当である。届書には、次の事項を記載しなければならない。 

一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別（49条２項一号）。 

ウ 妥当でない。届書には、次の事項を記載しなければならない。 

二 出生の年月日時分及び場所（49条２項２号）。 

エ 妥当である。医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他

の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出

生証明書を届書に添付しなければならない（49条３項本文）。 

オ 妥当である。子の名には、常用平易な文字を用いなければならない（50条１項）。 

以上より、妥当でないものはアとウとなり、正解は２となる。 
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＜情報通信＞ 

問題55 正解３ 

１ 妥当である。生成ＡＩによってディープフェイクが作成されることもある。 

２ 妥当である。著名人や公人以外の人も偽の動画を作成されることで被害を及ぼすことがある。 

３ 妥当でない。ディープフェイク（deepfake）は深層学習（ディープラーニング）を使用して、２

つの画像や動画の一部を結合させ元とは異なる動画を作成する技術を意味する。 

４ 妥当である。詐欺などの犯罪行為に利用される場合もある。 

５ 妥当である。ディープフェイクは、写真や動画の他、音声データとして作成されるものである。 

 

問題56 正解１ 

１ 妥当でない。ＳＮＳ型投資詐欺の被害者の年齢層は、60代が最も多く、次いで50代が多い。 

２ 妥当である。インターネット上に著名人の名前・写真を悪用した嘘の投資広告を出したり、「必ず

もうかる投資方法を教えます」などとメッセージを送るなどして、ＳＮＳに誘導し、投資に関する

メッセージのやりとりを重ねて被害者を信用させ、最終的にネットバンキングなどの手段により金

銭等を振り込ませるといった手法がとられる。 

３ 妥当である。投資詐欺は著名人に成りすました広告をきっかけになされることが多いことから、

本人の公式アカウントなどで情報を確認する必要がある。 

４ 妥当である。詐欺の手段として、存在しない架空の暗号資産への投資勧誘が行われることがある。 

５ 妥当である。振込先として個人の口座が指定されたり、振込先の口座が頻繁に変わることがある。 

 

＜個人情報保護＞ 

問題57 正解５ 

１ 妥当でない。このような制度は規定されていない。 

２ 妥当でない。個人情報保護法に課徴金の制度は規定されていない。 

３ 妥当でない。個人情報保護委員会はマイナンバーカード交付の事務を行ってはいない。 

４ 妥当でない。委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行

政機関の長等（会計検査院長を除く。以下この款において同じ。）に対し、行政機関等における個人

情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実

地調査をさせることができる（156条）。委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要が

あると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、

必要な指導及び助言をすることができる（157条）。委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保する

ため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱い

について勧告をすることができる（158条）。委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告

をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めるこ

とができる（159条）。 

５ 妥当である。委員会は、第４章（第五節を除く。次条及び第151条において同じ。）の規定の施行

に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者

又は個人関連情報取扱事業者（以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。）その他の関

係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報（以下この款及び第三款に

おいて「個人情報等」という。）の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその

職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人

情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる（146
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条１項）。 

 

＜文章理解＞ 

問題58 正解４ 空欄補充問題。 

きちんとする方向へといろんな改革が進んでいる 

       ↓ 

それによって生活がより(窮屈)になっている 

 

秩序から外れるもの 

だらしないもの 

     ↓ 

逸脱を取り締まって 

 

以上より、正解は４となる 

 

問題59 正解４ 空欄補充問題 

「Ⅰ」 → つまり、科学は一つの文化 

          ↓ 

    そこから自然観、人間観を生み出す(ウ) 

 

モーツァルトもベートーヴェンも演奏をしていました。 

     ↓ 

  本来なら音楽も作曲家が演奏者でもある(オ) 

 

以上より、４が正解となる 

 

問題60 正解１ 空欄補充問題 

急いで仕入れる商品の数を増やさなければ。 

       ↓ 

  すぐに売り切れになってお客さんが騒ぎ出す(１) 

 

  よって正解は１となる。 
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